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第第第第７１７１７１７１号議案号議案号議案号議案     
豊川市手数料条例の一部改正について豊川市手数料条例の一部改正について豊川市手数料条例の一部改正について豊川市手数料条例の一部改正について     

豊川市手数料条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。豊川市手数料条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。豊川市手数料条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。豊川市手数料条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。     
令和令和令和令和４４４４年年年年８８８８月月月月２５２５２５２５日提出日提出日提出日提出     

豊川市長豊川市長豊川市長豊川市長    竹竹竹竹    本本本本    幸幸幸幸    夫夫夫夫     
    
    

豊川市手数料条例の一部を改正する条例豊川市手数料条例の一部を改正する条例豊川市手数料条例の一部を改正する条例豊川市手数料条例の一部を改正する条例     
豊川市手数料条例（平成１２年豊川市条例第１４号）の一部を次のように改豊川市手数料条例（平成１２年豊川市条例第１４号）の一部を次のように改豊川市手数料条例（平成１２年豊川市条例第１４号）の一部を次のように改豊川市手数料条例（平成１２年豊川市条例第１４号）の一部を次のように改

正す正す正す正する。る。る。る。     
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改正後改正後改正後改正後    改正前改正前改正前改正前    

別表第５別表第５別表第５別表第５    建設部関係（第２条関係）建設部関係（第２条関係）建設部関係（第２条関係）建設部関係（第２条関係）    別表第５別表第５別表第５別表第５    建設部関係（第２条関係）建設部関係（第２条関係）建設部関係（第２条関係）建設部関係（第２条関係）    

    

事務事務事務事務    

手数料手数料手数料手数料    
        

事務事務事務事務    

手数料手数料手数料手数料    
    

    
名称名称名称名称    金額金額金額金額    名称名称名称名称    金額金額金額金額    

    

    ((((略略略略))))    
        ((((略略略略))))    

    

    
５５５５    

    

建築基準法建築基準法建築基準法建築基準法

第第第第85858585条第６条第６条第６条第６

項項項項の規定にの規定にの規定にの規定に

基づく仮設基づく仮設基づく仮設基づく仮設

建築物の建建築物の建建築物の建建築物の建

築の許可の築の許可の築の許可の築の許可の

申請に対す申請に対す申請に対す申請に対す

る審査る審査る審査る審査    

仮設建仮設建仮設建仮設建

築物建築物建築物建築物建

築許可築許可築許可築許可

申請手申請手申請手申請手

数料数料数料数料    

((((略略略略))))    
        

５５５５    建築基準法建築基準法建築基準法建築基準法

第第第第85858585条第５条第５条第５条第５

項項項項の規定にの規定にの規定にの規定に

基づく仮設基づく仮設基づく仮設基づく仮設

建築物の建建築物の建建築物の建建築物の建

築の許可の築の許可の築の許可の築の許可の

申請に対す申請に対す申請に対す申請に対す

る審査る審査る審査る審査    

仮設建仮設建仮設建仮設建

築物建築物建築物建築物建

築許可築許可築許可築許可

申請手申請手申請手申請手

数料数料数料数料    

((((略略略略))))    
    

    ((((略略略略))))    
        ((((略略略略))))    

    

    
13131313    建築基準法建築基準法建築基準法建築基準法

第第第第87878787条の３条の３条の３条の３

第６項第６項第６項第６項の規の規の規の規

定に基づく定に基づく定に基づく定に基づく

興行場等へ興行場等へ興行場等へ興行場等へ

の一時的なの一時的なの一時的なの一時的な

用途変更に用途変更に用途変更に用途変更に

係る建築物係る建築物係る建築物係る建築物

の使用の許の使用の許の使用の許の使用の許

可の申請に可の申請に可の申請に可の申請に

対する審査対する審査対する審査対する審査    

興行場興行場興行場興行場

等への等への等への等への

一時的一時的一時的一時的

な用途な用途な用途な用途

変更に変更に変更に変更に

係る建係る建係る建係る建

築物の築物の築物の築物の

使用許使用許使用許使用許

可申請可申請可申請可申請

手数料手数料手数料手数料    

((((略略略略))))    
        

13131313    建築基準法建築基準法建築基準法建築基準法

第第第第87878787条の３条の３条の３条の３

第５項第５項第５項第５項の規の規の規の規

定に基づく定に基づく定に基づく定に基づく

興行場等へ興行場等へ興行場等へ興行場等へ

の一時的なの一時的なの一時的なの一時的な

用途変更に用途変更に用途変更に用途変更に

係る建築物係る建築物係る建築物係る建築物

の使用の許の使用の許の使用の許の使用の許

可の申請に可の申請に可の申請に可の申請に

対する審査対する審査対する審査対する審査    

興行場興行場興行場興行場

等への等への等への等への

一時的一時的一時的一時的

な用途な用途な用途な用途

変更に変更に変更に変更に

係る建係る建係る建係る建

築物の築物の築物の築物の

使用許使用許使用許使用許

可申請可申請可申請可申請

手数料手数料手数料手数料    

((((略略略略))))    
    

    ((((略略略略))))    
        ((((略略略略))))    

    

    
26262626    長期優良住長期優良住長期優良住長期優良住

宅の普及の宅の普及の宅の普及の宅の普及の

促進に関す促進に関す促進に関す促進に関す

る法律（平る法律（平る法律（平る法律（平

成成成成20202020年法律年法律年法律年法律    

長期優長期優長期優長期優

良住宅良住宅良住宅良住宅

建築等建築等建築等建築等

計画計画計画計画等等等等

認定申認定申認定申認定申    

住宅の住宅の住宅の住宅の

新築に新築に新築に新築に

係る係る係る係る長長長長

期優良期優良期優良期優良

住宅の住宅の住宅の住宅の    

((((略略略略))))    
        

26262626    長期優良住長期優良住長期優良住長期優良住

宅の普及の宅の普及の宅の普及の宅の普及の

促進に関す促進に関す促進に関す促進に関す

る法律（平る法律（平る法律（平る法律（平

成成成成20202020年法律年法律年法律年法律    

長期優長期優長期優長期優

良住宅良住宅良住宅良住宅

建築等建築等建築等建築等

計画認計画認計画認計画認

定申請定申請定申請定申請    

住宅の住宅の住宅の住宅の

新築に新築に新築に新築に

係る係る係る係るもももも

のののの    

((((略略略略))))    
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第第第第87878787号）第号）第号）第号）第

６条第１項６条第１項６条第１項６条第１項

（第８条第（第８条第（第８条第（第８条第

２項の規定２項の規定２項の規定２項の規定

により準用により準用により準用により準用

する場合をする場合をする場合をする場合を

含む。）含む。）含む。）含む。）のののの

規定に基づ規定に基づ規定に基づ規定に基づ

く長期優良く長期優良く長期優良く長期優良

住宅建築等住宅建築等住宅建築等住宅建築等

計画又は長計画又は長計画又は長計画又は長

期優良住宅期優良住宅期優良住宅期優良住宅

維持保全計維持保全計維持保全計維持保全計

画の認定の画の認定の画の認定の画の認定の

申請申請申請申請（同法（同法（同法（同法

第９条第１第９条第１第９条第１第９条第１

項又は第３項又は第３項又は第３項又は第３

項に規定す項に規定す項に規定す項に規定す

る申請を除る申請を除る申請を除る申請を除

く。）に対く。）に対く。）に対く。）に対

する審査する審査する審査する審査    

請手数請手数請手数請手数

料料料料    

普及普及普及普及のののの

促進促進促進促進にににに

関する関する関する関する

法律第法律第法律第法律第

５条第５条第５条第５条第

１項に１項に１項に１項に

規定す規定す規定す規定す

る長期る長期る長期る長期

優良住優良住優良住優良住

宅宅宅宅建築建築建築建築

等計画等計画等計画等計画

（（（（以下以下以下以下

この項この項この項この項

においにおいにおいにおい

て「長て「長て「長て「長

期優良期優良期優良期優良

住宅建住宅建住宅建住宅建

築等計築等計築等計築等計

画」と画」と画」と画」と

いう。いう。いう。いう。

）の認）の認）の認）の認

定の申定の申定の申定の申

請請請請    

    
            

第第第第87878787号）第号）第号）第号）第

６条第１項６条第１項６条第１項６条第１項

（第８条第（第８条第（第８条第（第８条第

２項の規定２項の規定２項の規定２項の規定

により準用により準用により準用により準用

する場合をする場合をする場合をする場合を

含む。）含む。）含む。）含む。）にににに

規定する長規定する長規定する長規定する長

期優良住宅期優良住宅期優良住宅期優良住宅

建築等計画建築等計画建築等計画建築等計画

のののの認定の申認定の申認定の申認定の申

請請請請                    

                        

                        

        （同法（同法（同法（同法

第９条第１第９条第１第９条第１第９条第１

項項項項又は第３又は第３又は第３又は第３

項項項項に規定すに規定すに規定すに規定す

る申請を除る申請を除る申請を除る申請を除

く。）に対く。）に対く。）に対く。）に対

する審査する審査する審査する審査    

手数料手数料手数料手数料    
    

    
    

    
    住宅の住宅の住宅の住宅の

増築又増築又増築又増築又

は改築は改築は改築は改築

に係るに係るに係るに係る

長期長期長期長期優優優優

良住宅良住宅良住宅良住宅

建築等建築等建築等建築等

計画の計画の計画の計画の    

((((略略略略))))    
            

住宅の住宅の住宅の住宅の

増築又増築又増築又増築又

は改築は改築は改築は改築

に係るに係るに係るに係る

ものものものもの    

((((略略略略))))    
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認定の認定の認定の認定の

申請申請申請申請    
            

    
        長期優長期優長期優長期優

良住宅良住宅良住宅良住宅

の普及の普及の普及の普及

の促進の促進の促進の促進

に関すに関すに関すに関す

る法律る法律る法律る法律

第５条第５条第５条第５条

第６項第６項第６項第６項

に規定に規定に規定に規定

する長する長する長する長

期優良期優良期優良期優良

住宅住宅住宅住宅維維維維

持保全持保全持保全持保全

計画の計画の計画の計画の

認定の認定の認定の認定の    
申請申請申請申請    

長期優長期優長期優長期優

良住宅良住宅良住宅良住宅

の普及の普及の普及の普及

の促進の促進の促進の促進

に関すに関すに関すに関す

る法律る法律る法律る法律

第２条第２条第２条第２条

第４項第４項第４項第４項

に規定に規定に規定に規定

する長する長する長する長

期使用期使用期使用期使用

構造等構造等構造等構造等

であるであるであるである    
旨を登旨を登旨を登旨を登    

録住宅録住宅録住宅録住宅

性能評性能評性能評性能評

価機関価機関価機関価機関

が確認が確認が確認が確認

した場した場した場した場

合合合合    

１戸建て住宅１戸建て住宅１戸建て住宅１戸建て住宅    １戸につ１戸につ１戸につ１戸につ

きききき19,10019,10019,10019,100

円円円円    

                    
                    

    

            
共同住共同住共同住共同住

宅等宅等宅等宅等    
１棟１棟１棟１棟

の総の総の総の総

戸数戸数戸数戸数

が５が５が５が５

以下以下以下以下

のものものものも

のののの    

１戸につ１戸につ１戸につ１戸につ

き、き、き、き、

27,70027,70027,70027,700円円円円

を同一のを同一のを同一のを同一の

建築物に建築物に建築物に建築物に

ついて同ついて同ついて同ついて同

時に申請時に申請時に申請時に申請

が行われが行われが行われが行われ

る住戸のる住戸のる住戸のる住戸の

数で除し数で除し数で除し数で除し

て得た額て得た額て得た額て得た額    

                    
                    

    

                                                    
    

            
１棟１棟１棟１棟

の総の総の総の総

戸数戸数戸数戸数

が６が６が６が６

以上以上以上以上

10101010以以以以

下の下の下の下の

ものものものもの    

１戸につ１戸につ１戸につ１戸につ

き、き、き、き、

41,20041,20041,20041,200円円円円

を同一のを同一のを同一のを同一の

建築物に建築物に建築物に建築物に

ついて同ついて同ついて同ついて同

時に申請時に申請時に申請時に申請

が行われが行われが行われが行われ

る住戸のる住戸のる住戸のる住戸の

数で除し数で除し数で除し数で除し

て得た額て得た額て得た額て得た額    

                    
                    

    

            
１棟１棟１棟１棟

の総の総の総の総

戸数戸数戸数戸数

がががが11111111    

１戸につ１戸につ１戸につ１戸につ

き、き、き、き、

54,60054,60054,60054,600円円円円

を同一のを同一のを同一のを同一の    
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        以上以上以上以上

のものものものも

のののの    

建築物に建築物に建築物に建築物に

ついて同ついて同ついて同ついて同

時に申請時に申請時に申請時に申請

が行われが行われが行われが行われ

る住戸のる住戸のる住戸のる住戸の

数で除し数で除し数で除し数で除し

て得た額て得た額て得た額て得た額    

                    
                    

    

            
その他その他その他その他

の場合の場合の場合の場合    

１戸建て１戸建て１戸建て１戸建て住宅住宅住宅住宅    １戸につ１戸につ１戸につ１戸につ

きききき75,30075,30075,30075,300    

                    
                    

    

                    円円円円    
                                        

    

            
    共同住共同住共同住共同住

宅等宅等宅等宅等    

１棟１棟１棟１棟

の総の総の総の総

戸数戸数戸数戸数

が５が５が５が５

以下以下以下以下

のものものものも

のののの    

    

１戸につ１戸につ１戸につ１戸につ

き、き、き、き、

163,100163,100163,100163,100

円を同一円を同一円を同一円を同一

の建築物の建築物の建築物の建築物

についてについてについてについて

同時に申同時に申同時に申同時に申

請が行わ請が行わ請が行わ請が行わ    

れる住戸れる住戸れる住戸れる住戸

の数で除の数で除の数で除の数で除

して得たして得たして得たして得た

額額額額    

                    
                    

    

            
    

                    
                    

    

            
    １棟１棟１棟１棟

の総の総の総の総

戸数戸数戸数戸数

が６が６が６が６

以上以上以上以上

10101010以以以以

下の下の下の下の

ものものものもの    

１戸につ１戸につ１戸につ１戸につ

き、き、き、き、

254,900254,900254,900254,900

円を同一円を同一円を同一円を同一

の建築物の建築物の建築物の建築物

についてについてについてについて

同時に申同時に申同時に申同時に申

請が行わ請が行わ請が行わ請が行わ

れる住戸れる住戸れる住戸れる住戸    
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        の数で除の数で除の数で除の数で除

して得たして得たして得たして得た

額額額額    

                    
                    

    

                １棟１棟１棟１棟

の総の総の総の総

戸数戸数戸数戸数

がががが11111111

以上以上以上以上

のものものものも

のののの    

１戸につ１戸につ１戸につ１戸につ

き、き、き、き、

493,500493,500493,500493,500

円を同一円を同一円を同一円を同一

の建築物の建築物の建築物の建築物

についてについてについてについて

同時に申同時に申同時に申同時に申

請が行わ請が行わ請が行わ請が行わ

れる住戸れる住戸れる住戸れる住戸

の数で除の数で除の数で除の数で除

して得たして得たして得たして得た

額額額額    

                                        
    

                        
                    

                    
    

        
長期優長期優長期優長期優

良住宅良住宅良住宅良住宅

建築等建築等建築等建築等

計画計画計画計画等等等等

変更認変更認変更認変更認

定定定定申請申請申請申請

手数料手数料手数料手数料    

住宅の住宅の住宅の住宅の

新築に新築に新築に新築に

ついてついてついてついて    

長期優長期優長期優長期優

良住宅良住宅良住宅良住宅

建築等建築等建築等建築等

計画の計画の計画の計画の

認定を認定を認定を認定を

受けた受けた受けた受けた

住宅に住宅に住宅に住宅に

係る長係る長係る長係る長

期優良期優良期優良期優良

住宅の住宅の住宅の住宅の

普及の普及の普及の普及の

促進に促進に促進に促進に

関する関する関する関する    

((((略略略略))))    
                

長期優長期優長期優長期優

良住宅良住宅良住宅良住宅

建築等建築等建築等建築等

計画変計画変計画変計画変

更認定更認定更認定更認定

申請手申請手申請手申請手

数料数料数料数料    

    

住宅の住宅の住宅の住宅の

新築に新築に新築に新築に

ついてついてついてついて

長期優長期優長期優長期優

良住宅良住宅良住宅良住宅

の普及の普及の普及の普及

の促進の促進の促進の促進

に関すに関すに関すに関す

る法律る法律る法律る法律

第５条第５条第５条第５条

第１項第１項第１項第１項

に規定に規定に規定に規定

するするするする長長長長

期優良期優良期優良期優良

住宅建住宅建住宅建住宅建

築等計築等計築等計築等計    

((((略略略略))))    
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法律法律法律法律        

                

                

                

                

第９条第９条第９条第９条

第１項第１項第１項第１項

又は第又は第又は第又は第

３項の３項の３項の３項の

規定に規定に規定に規定に

よるもよるもよるもよるも

の以外の以外の以外の以外

の変更の変更の変更の変更

の認定の認定の認定の認定

の申請の申請の申請の申請    

    
                    

画の認画の認画の認画の認

定を受定を受定を受定を受

けた住けた住けた住けた住

宅に係宅に係宅に係宅に係

る同法る同法る同法る同法

第９条第９条第９条第９条

第１項第１項第１項第１項

又は第又は第又は第又は第

３項の３項の３項の３項の

規定に規定に規定に規定に

よるもよるもよるもよるも

の以外の以外の以外の以外

の変更の変更の変更の変更

の認定の認定の認定の認定

の申請の申請の申請の申請    

    
    

            住宅の住宅の住宅の住宅の

増築又増築又増築又増築又

は改築は改築は改築は改築

についについについについ

てててて長期長期長期長期

優良住優良住優良住優良住

宅建築宅建築宅建築宅建築

等計画等計画等計画等計画

の認定の認定の認定の認定

を受けを受けを受けを受け

た住宅た住宅た住宅た住宅

に係るに係るに係るに係る

長期優長期優長期優長期優

良住宅良住宅良住宅良住宅

の普及の普及の普及の普及

の促進の促進の促進の促進    

((((略略略略))))    
            住住住住宅の宅の宅の宅の

増築又増築又増築又増築又

はははは改築改築改築改築

についについについについ

てててて長期長期長期長期

優良住優良住優良住優良住

宅の普宅の普宅の普宅の普

及の促及の促及の促及の促

進に関進に関進に関進に関

する法する法する法する法

律第５律第５律第５律第５

条第１条第１条第１条第１

項に規項に規項に規項に規

定する定する定する定する

長期優長期優長期優長期優

良住宅良住宅良住宅良住宅    

((((略略略略))))    
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に関すに関すに関すに関す

る法律る法律る法律る法律    

                

                

                

                

    第９第９第９第９

条第１条第１条第１条第１

項項項項又は又は又は又は

第３項第３項第３項第３項

の規定の規定の規定の規定

によるによるによるによる

もの以もの以もの以もの以

外の変外の変外の変外の変

更の認更の認更の認更の認

定の申定の申定の申定の申

請請請請    

    
                    

建築等建築等建築等建築等

計画の計画の計画の計画の

認定を認定を認定を認定を

受けた受けた受けた受けた

住宅に住宅に住宅に住宅に

係る同係る同係る同係る同

法法法法第９第９第９第９

条第１条第１条第１条第１

項項項項又は又は又は又は

第３項第３項第３項第３項

の規定の規定の規定の規定

によるによるによるによる

もの以もの以もの以もの以

外の変外の変外の変外の変

更の認更の認更の認更の認

定の定の定の定の申申申申

請請請請    

    
    

                
長期優長期優長期優長期優

良住宅良住宅良住宅良住宅

の普及の普及の普及の普及

の促進の促進の促進の促進

にににに関す関す関す関す

る法律る法律る法律る法律

第５条第５条第５条第５条

第６項第６項第６項第６項

に規定に規定に規定に規定

する長する長する長する長

期優良期優良期優良期優良

住宅維住宅維住宅維住宅維

持保全持保全持保全持保全

計画の計画の計画の計画の

長期優長期優長期優長期優

良住宅良住宅良住宅良住宅

の普及の普及の普及の普及

の促進の促進の促進の促進

に関すに関すに関すに関す

る法律る法律る法律る法律

第２条第２条第２条第２条

第４項第４項第４項第４項

に規定に規定に規定に規定

する長する長する長する長

期使用期使用期使用期使用

構造等構造等構造等構造等

であるであるであるである    

旨を登旨を登旨を登旨を登    

１戸建て住宅１戸建て住宅１戸建て住宅１戸建て住宅    １１１１戸につ戸につ戸につ戸につ

きききき5,2005,2005,2005,200

円円円円    

                                
        

    

                
共同住共同住共同住共同住

宅等宅等宅等宅等    

１棟１棟１棟１棟

の総の総の総の総

戸数戸数戸数戸数

が５が５が５が５

以下以下以下以下

のものものものも

のののの    

１戸につ１戸につ１戸につ１戸につ

き、き、き、き、

10,50010,50010,50010,500円円円円

を同一のを同一のを同一のを同一の

建築物に建築物に建築物に建築物に

ついて同ついて同ついて同ついて同

時に申請時に申請時に申請時に申請

が行われが行われが行われが行われ

る住戸のる住戸のる住戸のる住戸の

数で除し数で除し数で除し数で除し

て得た額て得た額て得た額て得た額    
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認定を認定を認定を認定を

受けた受けた受けた受けた

住宅に住宅に住宅に住宅に

係る変係る変係る変係る変

更の更の更の更の認認認認

定の定の定の定の申申申申

請請請請    

録住宅録住宅録住宅録住宅

性能評性能評性能評性能評

価機関価機関価機関価機関

が確認が確認が確認が確認

した場した場した場した場

合合合合    

１棟１棟１棟１棟

の総の総の総の総

戸数戸数戸数戸数

が６が６が６が６

以上以上以上以上

10101010以以以以

下の下の下の下の

ものものものもの    

１戸につ１戸につ１戸につ１戸につ

き、き、き、き、

18,60018,60018,60018,600円円円円

を同一のを同一のを同一のを同一の

建築物に建築物に建築物に建築物に

ついて同ついて同ついて同ついて同

時に申請時に申請時に申請時に申請

が行われが行われが行われが行われ

る住戸のる住戸のる住戸のる住戸の

数で除し数で除し数で除し数で除し

て得た額て得た額て得た額て得た額    

                                
        

    

                                                        
    

                                                
        

    

                
１棟１棟１棟１棟

の総の総の総の総

戸数戸数戸数戸数

がががが11111111

以上以上以上以上

のものものものも

のののの    

１戸につ１戸につ１戸につ１戸につ

き、き、き、き、

26,60026,60026,60026,600円円円円

を同一のを同一のを同一のを同一の

建築物に建築物に建築物に建築物に

ついて同ついて同ついて同ついて同

時に申請時に申請時に申請時に申請

が行われが行われが行われが行われ

る住戸のる住戸のる住戸のる住戸の

数で除し数で除し数で除し数で除し

て得た額て得た額て得た額て得た額    

                                
        

    

                        
                                        

    

                        
    

                                
        

    

                
その他その他その他その他

の場合の場合の場合の場合    

１戸建て住宅１戸建て住宅１戸建て住宅１戸建て住宅    １戸につ１戸につ１戸につ１戸につ

きききき33,40033,40033,40033,400

円円円円    

                                
        

    

                
共同住共同住共同住共同住

宅等宅等宅等宅等    
１棟１棟１棟１棟

の総の総の総の総

戸数戸数戸数戸数

が５が５が５が５

以下以下以下以下

のものものものも    

１戸につ１戸につ１戸につ１戸につ

き、き、き、き、

78,20078,20078,20078,200円円円円

を同一のを同一のを同一のを同一の

建築物に建築物に建築物に建築物に

ついて同ついて同ついて同ついて同    
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のののの    時に申請時に申請時に申請時に申請

が行われが行われが行われが行われ

る住戸のる住戸のる住戸のる住戸の

数で除し数で除し数で除し数で除し

て得た額て得た額て得た額て得た額    

                                
        

    

                
１棟１棟１棟１棟

の総の総の総の総

戸数戸数戸数戸数

が６が６が６が６

以上以上以上以上

10101010以以以以

下の下の下の下の

ものものものもの    

１戸につ１戸につ１戸につ１戸につ

き、き、き、き、

125,500125,500125,500125,500

円を同一円を同一円を同一円を同一

の建築物の建築物の建築物の建築物

についてについてについてについて

同時に申同時に申同時に申同時に申

請が行わ請が行わ請が行わ請が行わ

れる住戸れる住戸れる住戸れる住戸

の数で除の数で除の数で除の数で除

して得たして得たして得たして得た

額額額額    

                                
        

    

                                                    
        

    

                    １棟１棟１棟１棟

の総の総の総の総

戸数戸数戸数戸数

がががが11111111

以上以上以上以上

のものものものも

のののの    

１戸につ１戸につ１戸につ１戸につ

き、き、き、き、

246,000246,000246,000246,000

円を同一円を同一円を同一円を同一

の建築物の建築物の建築物の建築物

についてについてについてについて

同時に申同時に申同時に申同時に申

請が行わ請が行わ請が行わ請が行わ

れる住戸れる住戸れる住戸れる住戸

の数で除の数で除の数で除の数で除

して得たして得たして得たして得た

額額額額    

                                
        

    

    ((((略略略略))))    
        ((((略略略略))))    

    

備考備考備考備考    ((((略略略略))))    備考備考備考備考    ((((略略略略))))     
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附附附附    則則則則 

    この条例この条例この条例この条例中別表第５の５の項及び１３の項の改正規定中別表第５の５の項及び１３の項の改正規定中別表第５の５の項及び１３の項の改正規定中別表第５の５の項及び１３の項の改正規定はははは公布の日公布の日公布の日公布の日からからからから、、、、同同同同表表表表

２６の項の改正規定は令和４年１０月１日から施行する。２６の項の改正規定は令和４年１０月１日から施行する。２６の項の改正規定は令和４年１０月１日から施行する。２６の項の改正規定は令和４年１０月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

                    理理理理    由由由由 

    この案を提出するのは、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部改正この案を提出するのは、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部改正この案を提出するのは、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部改正この案を提出するのは、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部改正

に伴い長期優良住宅の認定申請に伴い長期優良住宅の認定申請に伴い長期優良住宅の認定申請に伴い長期優良住宅の認定申請等等等等に係る手数料の区分に長期優良住宅維持保全に係る手数料の区分に長期優良住宅維持保全に係る手数料の区分に長期優良住宅維持保全に係る手数料の区分に長期優良住宅維持保全

計画の認定の申請等を追加するとともに、計画の認定の申請等を追加するとともに、計画の認定の申請等を追加するとともに、計画の認定の申請等を追加するとともに、建建建建築基準法の一部改正に伴い築基準法の一部改正に伴い築基準法の一部改正に伴い築基準法の一部改正に伴い所要の所要の所要の所要の

規定の整備を行う必要があるからである。規定の整備を行う必要があるからである。規定の整備を行う必要があるからである。規定の整備を行う必要があるからである。 

 

 


